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2024.2.18 北海道自然史研究会2023年大会（札幌） 

博物館を生物多様性保全の
拠点とするために



本日の内容

１．昨年の発表と訂正

２．長野県の環境行政と事業展開

３．北海道の生物多様性保全行政の批評

４．学芸員の調査研究の展開策



野生生物学芸員の将来設計

１）野生生物学芸員は想定外

社会教育法と文化芸術基本法が上位法

文化庁の予算や施策でも自然史はスルー

２）環境省事業の実働人員として公的に認める

博物館への委託 お金を付ける

学芸員への委嘱 お金を付ける

３）身分は県職員が現実的

市町村はサービスエリアが狭すぎる

北海道は島全体が１自治体でモデルケースにふさわしい

野生生物学芸員の身分や所属について
上記その他の実現を考えよう

去年の結論

１．昨年の発表と訂正



植物 安曇野市豊科郷土博物館 松田貴子
自然［昆虫］ 飯田市美術博物館 四方圭一郎
自然［植物］ 市立大町山岳博物館 千葉悟志
自然［鳥類哺乳類］ 市立大町山岳博物館 栗林勇太
自然［哺乳類鳥類］ 市立大町山岳博物館 藤田達也
自然科学［昆虫］ 松本市山と自然博物館 内川潤季

長野県の野生生物学芸員は６館９人

実際には他に少なくとも下の学芸員が活動（職員録非掲載）
植物 白馬五竜高山植物園 風間勇児
植物 白馬五竜高山植物園 長嶋麻美
長野市立博物館分館・戸隠地質化石博物館 中村千賀

植物

植物

植物

「全国博物館園職員録 令和３年」
（日本博物館協会 2021）＋実際

実は鍵人物だった→

去年の訂正

１．昨年の発表と訂正

写真：植物博⼠・牧野富太郎が発⾒のヒメアジサイ、⻑野市⼾隠で９０ヵ所
確認｜信濃毎⽇新聞デジタル 信州・⻑野県のニュースサイト
https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2022112200061



長野県植物誌の改訂事業の進め方

学芸員

事務局は長野県環境保全研究所

実施の中心人物は戸隠地質化石博物館の学芸員

信州大学教員

学校教諭

学芸員

学芸員

信州大学教員

信州大学教員

学校教諭

標本は筑波大学菅平高原実験所の標本庫

県外研究機関の支援

特徴
推進主体は任意団体
事務局は県立機関
司令塔は市立館学芸員
調査員は学芸員・大学教員
学校教諭・市民など
標本は県外研究機関が収蔵

専門分野の調査は他
自治体他県でも実施
設置者も認めている

多様な主体が関わり１つの事業を推進し、
行政職員の柔軟な業務が確保されている 

２．長野県の環境行政と事業展開



長野県環境基本計画（概要）

１持続可能な社会構築

３生物多様性・自然環境の保全と利用

５大気環境等の保全

２脱炭素社会の構築

４水環境の保全

６循環型社会の形成

環境保全研究所の事務局
請負根拠はこのあたり？

シルエットはカモシカとライチョウ

２．長野県の環境行政と事業展開https://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/kurashi/kankyo/shisaku/5ji/documents/5jikeikaku_gaiyo.pdf
⻑野県環境基本計画
（概要）



長野県2019年豪雨での文化財救出

学芸員が横に動けた

中心機関は
長野県立歴史館

県から市町村へ文化財行政ルートで協力要請
↓

市町村相互の協力が可能に

博物館

博物館

博物館 支援
要請

支援要請

学芸員が他の自治体へ

２．長野県の環境行政と事業展開

写真：今も726世帯が仮住まい 死者15⼈ 台⾵19号上陸から1年 ⻑野 | 毎⽇新聞
https://mainichi.jp/articles/20201002/k00/00m/040/014000c



では、北海道の生物多様性保全行政へ

３．北海道の生物多様性保全行政の批評

図：北海道⽣物多様性保全計画の概要 北海道の⽣物多様性
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/6/1/6/1/0/5/0/_/panf_keikaku.pdf

図：北海道⽣物多様性保全計画（第２次計画）本編
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/1/0/0/2/4/1/0/_/⽣物多様性保全計画(第2次計画)_本編.pdf



北海道
生物多様性保全
関連条例

３．北海道の生物多様性保全行政の批評

環境関連の条例・規則⼀覧 - 環境⽣活部環境保全局環境政策課
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/jyourei.html



（道の責務）第４条 計画の策定と実施、市町村施策の総合調整助言支援

（事業者の責務）第６条 事業・廃棄での必要な措置、情報提供と施策協力

（道民の責務）第７条 生活の環境負荷提言、積極的態度と施策協力

第10条：環境基本計画、第12条：環境影響評価、第13条：公害行為規制
第14条：活動助成、第15条：設備整備、第16条：廃棄物減量
（野生生物の保護管理）第17条 生息地の保存その他の必要な措置

（森林及び緑地の保全）第18条 保全その他の必要な措置

（水環境の保全）第19条 河川湖沼湿原海域の保全循環安全な水の確保

（触れ合いづくり）第20条 景観形成、文化遺産の保存活用

（環境学習）第21条 総合的体系的推進

（民間団体の活動促進）第22条 必要な支援

（情報提供）第23条 環境学習や民間団体の活動促進が目的

（調査の実施）第24条 状況把握・保全・創造の施策策定に必要な調査

（試験研究体制）第25条、（事業者の環境管理促進）第26条
（道民意見の反映）第27条、（国地方公共団体との協力）第28条
（財政上の措置）第29条、（行動促進）第30条、（国際協力）第31条

北海道環境基本条例
３．北海道の生物多様性保全行政の批評



北海道の
自然環境
保全行政は
つまりは
指定物件の指定

３．北海道の生物多様性保全行政の批評https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A79F3E9AA
北海道例規類集
（北海道）



北海道環境基本計画2021–30の概要
動物は
「３課題認識 野生動物とのあつれき」
シカ・クマ外来種による農林水産被害
植物は見えず

生物多様性の保全ではなく
(3) 自然との共生を基本とした環境の保全と創造

重点施策は「自然とのふれあいの推進」
「野生生物の保護管理」

自然との共生の

３．北海道の生物多様性保全行政の批評https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/9/9/9/1/2/7/4/_/環境基本計画%20第3次計画_の概要(A3最終版).pdf



長野県と北海道の環境基本計画の比較
長野県 北海道

期間 2023–2027（5か年） 2021–2030（おおむね10年）
項目 持続可能な社会の構築 地域から取り組む地球環境の保全

 脱炭素社会の構築 北海道らしい循環型社会の形成

 生物多様性・自然環境の保全と利用 自然との共生を基本とした環境の保全と創造

 水環境の保全 安全・安心な地域環境の確保

 大気環境等の保全 共通的・基盤的な施策

 循環型社会の形成

野生 県版レッドリストの改訂 生息生育環境に配慮した開発行為の実施

生物 「パートナーシップ協定」の締結で 野生生物の保護管理

 連携による生物多様性保全の推進

特記  知床世界自然遺産の厳格な保全と適正利用

事項  自然とのふれあい、緑化活動への参加

○基本事項
面積 13,560平方キロ 83,450平方キロ 北海道が6.2倍
人口 205.2万人 528.1万人    北海道が2.5倍
製造品出荷額 6兆1578億円 6兆489億円 2020年工業統計
職員数 23,156人（6,182） 62,635人（12,771） 2022年4月（行政部門）

３．北海道の生物多様性保全行政の批評



人と生きものパートナーシップ推進事業

税外資金による
活動に学芸員が
参加

３．北海道の生物多様性保全行政の批評

長野県

⼈と⽣きものパートナーシップ推進事業リーフレット
https://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/kurashi/shizen/hogo/tayosei/documents/01riefuretto.pdf

協定締結企業⼀覧https://www.pref.nagano.lg.jp/shizenhogo/kurashi/shizen/hogo/tayosei/documents/shienyoubouichiran20241114.pdf



北海道の生物多様性保全の取組は希少種外来種
鳥獣管理と別事業

少ない企業参加

見えない独自事業

３．北海道の生物多様性保全行政の批評

森づくり北海道_11_dou_mori.ver5 .pdf
ネットから削除済み

川づくり北海道_12_dou_kawa .pdf
ネットから削除済み

⼈づくり北海道_13_dou_hito_ver3 .pdf

野⽣⽣物管理北海道_13_dou_hito_ver3.pdf
ネットから削除済み

環境⽣活部⾃然環境局ウェブサイトのどこか
ネットから削除済み



長野県と北海道の環境基本計画の比較
長野県 北海道

期間 2023–2027（5か年） 2021–2030（おおむね10年）
項目 持続可能な社会の構築 地域から取り組む地球環境の保全

 脱炭素社会の構築 北海道らしい循環型社会の形成

 生物多様性・自然環境の保全と利用 自然との共生を基本とした環境の保全と創造

 水環境の保全 安全・安心な地域環境の確保

 大気環境等の保全 共通的・基盤的な施策

 循環型社会の形成

野生 県版レッドリストの改訂 生息生育環境に配慮した開発行為の実施

生物 「パートナーシップ協定」の締結で 野生生物の保護管理

 連携による生物多様性保全の推進

特記  知床世界自然遺産の厳格な保全と適正利用

事項  自然とのふれあい、緑化活動への参加

○基本事項
面積 13,560平方キロ 83,450平方キロ 北海道が6.2倍
人口 205.2万人 528.1万人    北海道が2.5倍
製造品出荷額 6兆1578億円 6兆489億円 2020年工業統計
職員数 23,156人（6,182） 62,635人（12,771） 2022年4月（行政部門）

３．北海道の生物多様性保全行政の批評

ほぼ同額



第１章 総則 道・事業者・道民の責務、市町村等との役割分担と連携

第２章 生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的施策

９条：生物多様性保全計画、10条：調査の推進、14条：顕彰、
第３章 生物多様性維持回復事業 15条：生物多様性維持回復事業計画
第４章 鳥獣の保護管理

21条：保護管理の推進、22条：影響の防止、23条：感染症の防止、24条
人材の育成、25条：広報の充実、26条：指定餌付け行為の指定、27条：指
定餌付け行為の禁止、

第５章 外来種による影響の防止

31条：外来種対策基本方針、32条：指定外来種の指定、33条：飼養者販
売者の義務、35条：指定外来種の放逐禁止、38条：指定外来種の個体防除
第６章 希少野生動植物種の保護

41条：希少野生動植物種保護基本方針、42条：指定種と特定種の指定、
54条：特定種事業者の登録、第４節：生息地等の保護に関する規制、63条
：土地所有者の義務「留意しなければならない」、68条：監視地区
第７章 推進体制の整備 74条：取締職員、75条：生物多様性保護監視員

北海道生物多様性条例
３．北海道の生物多様性保全行政の批評



北海道の生物多
様性保全の取組
は
希少種外来種
鳥獣管理と
別事業の寄集め

普通の自然は
対象外

「北海道生物多
様性保全計画」
変更の概要

３．北海道の生物多様性保全行政の批評
「北海道⽣物多様性保全計画」変更の概要
ネットから削除済み



１．希少種・外来種は現状の施策に乗る

２．普通種・未指定地域は環境基本条例など

既存の制度の使い道を探る

３．連携協定包括協定などの締結を進め

活動の幅を広げる

４．設置者に柔軟な業務内容の黙認を求める

↓
誰がするのか？

４．学芸員の調査研究の展開策

学芸員の調査をさらに展開する方法



１．希少種・外来種は現状の施策に乗る

２．普通種・未指定地域は環境基本条例など

既存の制度の使い道を探る

３．連携協定包括協定などの締結を進め

活動の幅を広げる

４．設置者に柔軟な業務内容の黙認を求める

↓
誰がするのか？

還暦±５歳の中高齢者の仕事！

４．学芸員の調査研究の展開策

学芸員の調査をさらに展開する方法



道内では黒松内町の環境行政に注目

黒松内町

首謀者は高橋興世企画環境課上席主幹
元ブナセンター学芸員

北海道林野局「ブナ北限プロジェクト」→失敗 
鷲谷研究室「生物多様性まつり」→博士論文２本

→生物多様性地域戦略策定へ
後志地域生物多様性協議会（自主団体）運営
清流めぐり利き鮎会エントリー
北海道大学との包括連携協定
パタゴニア社窓口
アメリカ人自然放牧牧場支援
（グラッドニーファーム）

朱太川の調査を町外研究者に委託
アユ→たかはし河川生物調査事務所（高知）
地下水と地上植生のモニタリング 
→北大植物園藤田研究室

町職員では不可能な多種多様な環境生物調査の実現
東大や日本生態系協会など道外研究機関の関わり

人口2500人のうち町内本部の福祉法人
の入所者と従業員と家族で1000人

４．学芸員の調査研究の展開策

セミナー開催結果：⽣物多様性地域連携促進セミナーin北海道
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/renkeisokushin/_support/hokkaido.html



おしまい
諏訪教育博物館（登録）
（公社）諏訪教育会設置


